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「
宇
治
市
少
年
補
導
奢
貝
」
制
度
を
ご
存
知
で
す
か
。
昭
和
五
十
六
年
十
月
に
宇
治
市

教
育
委
員
会
が
、
少
年
少
女
を
非
行
か
ら
守
る
た
め
。
市
民
に
も
補
導
委
員
を
務
め
て
乱

ら
お
う
と
創
設
し
た
も
の
。
府
下
で
は
、
京
都
市
な
ど
の
よ
う
に
警
察
署
長
の
委
嘱
に
よ

る
補
道
萎
員
制
度
ぽ
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
市
教
委
に
よ
る
委
員
は
、
こ
れ
が
初
め
て
の

制
度
で
し
た
。
同
年
十
二
月
、
初
の
補
導
雪
貝
に
六
十
二
人
の
市
民
が
委
嘱
さ
れ
活
動
か

ス
タ
ー
ト
。
研
修
を
重
ね
、
年
末
補
導
や
休
み
期
間
中
の
地
域
補
導
に
取
り
組
ま
れ
て
ま

ま
し
た
0
現
在
九
十
二
人
の
委
員
さ
ん
が
各
小
学
校
区
を
中
心
に
活
動
’
さ
れ
て
い
ま
す
。

ぺ
子
ど
も
の
こ
と
で
悩
み
ご
と
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
委
員
さ
ん
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

青少年の健全育成めざして

宇治市少年補導委員制度

街
頭
補
導
活
動
を
推
進

こ
の
制
度
は
、
五
土
〈
年
九
月

に
発
足
し
だ
宇
治
市
青
少
年
セ
ン

タ
ー
の
活
動
を
強
化
、
補
完
す
る

た
め
の
も
の
で
、
街
頭
補
導
と
健

全
育
成
を
図
る
の
が
ね
ら
い
。

委
員
の
職
務
は
、
①
街
頭
補
導

活
動
②
地
域
の
環
境
浄
化
活
動
③

健
全
育
成
の
啓
発
運
動
や
参
加
な

ど
と
な
っ
て
い
未
了
。
‘

委
貝
は
、
塵
台
育
友
＜
Ｓ
Ｉ
Ｉ
な
片
か

ら
推
せ
ん
さ
れ
た
市
民
で
、
職
業

は
自
営
業
、
会
社
貝
、
主
婦
な
ど

で
櫛
成
。
ほ
と
ん
ど
の
人
が
育
友

会
や
自
治
会
役
員
か
経
験
さ
れ
て

い
ふ
子
。
任
期
は
二
年
。

五
十
七
年
度
の
委
員
活
動
で
は
、

県
祭
り
な
ど
の
街
頭
巡
回
、
街
頭

啓
発
へ
の
参
加
、
研
修
会
な
戸
蚕

体
の
取
り
組
み
の
他
、
各
校
区
単

位
に
月
一
回
の
校
区
補
導
や
自
主

研
修
会
が
実
施
さ
れ
て
い
ふ
チ
。
各
委
貝
さ
ん
宅
に
は
、
「
宇
治
市
少
年
補
導
委
9
章
が
掲
示
さ
れ
、
相
談
も
受
け
β
れ
て
い
ふ
于
。

小
倉
小
学
校
区
で
ス
ー
パ
ー
な
ど
巡
回

小
倉
小
学
校
区
で
は
、
去
る
一
月
二
十
二
日
、
少
年
補
導
委
員
さ

宇治市小・中学校児童・生徒の

生活指導上の問題行動（推移）
（人）

1，000

ん
八
人
が
街
頭
補
導
を
実
施
。
こ

の
日
、
小
倉
小
学
校
の
先
生
方
も

参
加
し
ま
し
た
。
腕
章
を
つ
け
た

委
員
さ
ん
た
ち
は
、
午
後
二
時
か

ら
一
斉
に
巡
回
、
ス
ー
・
パ
ー
、
ゲ

ー
ム
セ
ン
タ
ー
、
ボ
ウ
リ
ン
グ
場

な
ど
で
子
ど
も
た
ち
の
行
動
か
見

芋
り
良
し
ヒ
。

▲゛地区補導．で子どもたちの行動を見守る小倉小学校区の宇治市

少年補導委員さん（小倉地域のスーパーのおもちゃ売場で）

500

く
や
っ
て
い
ま
ず
。
委
員
に
選
ば

れ
た
か
ら
に
は
、
自
分
た
ち
の
校

区
を
艮
く
し
た
い
と
い
ラ
気
持
が

強
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

小
・
中
学
校
、
育
友
会
、
企
業

が
一
つ
の
場
を
も
っ
て
、
万
引
と

か
喫
煙
な
ど
の
非
行
対
策
に
取
り

組
も
シ
と
い
う
機
運
喜
四
ま
っ
て

い
未
了
。
地
域
補
導
に
は
、
学
校

の
先
生
と
も
一
体
と
な
っ
て
行
動

が
で
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
の
間
の
活
動
の
成
果
と
し
て
、

問
題
行
動
が
あ
れ
ば
、
県
官
せ

る
と
か
、
ハ
リ
紙
夕
張
っ
て
も
ら

う
と
か
企
業
側
の
協
力
が
得
Ｇ
れ

る
ぷ
つ
に
な
っ
た
こ
と
で
す
ね
。

一
番
気
に
な
る
の
は
子
芦
石
た

ち
の
服
装
の
乱
れ
で
す
。
親
の
注

意
が
も
っ
と
必
要
な
の
で
は
な
い

で
し
よ
シ
ー
…
一
。

市
民
ぐ
る
み
の
協
力
で

今
日
の
少
年
非
行
の
原
因
が
、

家
庭
や
学
校
、
社
会
環
境
の
悪
化

な
べ
複
雑
多
岐
に
わ
た
っ
て
い

る
中
で
、
市
教
育
委
員
会
で
は
青

少
年
対
策
室
夕
設
置
。
当
面
す
る

小
・
中
学
校
で
の
問
題
行
動
に
対

応
す
る
他
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協

力
名
得
石
器
相
談
に
よ
る
「
悩

み
の
解
決
」
の
た
め
に
、
宇
治
こ

こ
ろ
の
電
話
を
開
設
し
て
い
ま
ず
。

さ
ら
に
、
地
域
ぐ
る
み
の
運
動
を

す
す
め
る
宇
治
市
青
少
年
健
全
育

成
協
議
会
へ
の
支
援
欠
行
っ
て
き

ま
し
た
。

い
ま
、
青
少
年
の
非
行
が
増
え
、

粗
暴
化
、
低
年
齢
化
し
て
い
る
非

常
事
態
の
中
で
、
青
少
年
の
社
石

参
加
を
促
し
、
青
少
年
の
健
全
育

成
の
た
め
に
、
学
校
を
は
じ
の
、

関
係
機
関
、
団
体
及
び
多
く
の
市

民
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
必
要
に

な
っ
て
い
ま
す
。

明
日
の
宇
治
市
を
担
う
青
少
年

の
健
全
な
成
長
・
発
達
は
、
す
べ
て

の
市
民
の
願
い
で
あ
り
、
社
会
的

課
題
で
も
あ
り
ま
す
。
家
庭
で
学

校
で
、
そ
し
て
地
域
で
青
少
年
が
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Ｉ
Ｉ
｀

心
身
と
も
に
豊
か
に
育
つ
活
動
を

み
ん
な
の
協
力
で
推
進
ト
｝
ま
し
よ

147

宇
治
市
少
年
補
導
委
員
さ
ん

〈
苗
逗
小
学
校
区
〉

白
根
弘
】
（
⑩
7
0
8
7
）

飯
沼
卓
二
郎
（
⑩
0
7
1
8
）

姉
尾
朱
美
（
⑩
1
3
9
6
）

鵜
飼
信
子
（
⑩
6
3
9
0
）

〈
黄
道
第
二
小
学
校
区
〉 （

敬
称
略
・
囲
み
内
は
電
話
番
号
）

〈
北
小
倉
小
学
校
区
〉

聾宮ｍ山

地

松
田
三
良
（
⑩
7
3
2
0
）

安
堂
之
雄
（
⑤
2
4
3
7
）

水
岡
護
（
⑩
0
2
8
0
）

阿
見
紀
久
寿
（
⑩
2
2
6
7
）

松
永
加
代
子
（
⑩
6
8
9
4
）

六
反
田
瞳
（
⑩
3
3
4
8
）

〈
大
開
小
学
校
区
〉

公奮羅

品

一一Ｕ

43Ｈ

一一

紀
雄
（
⑩
6
3
9
9
）

貞
美
（
⑩
2
8
6
3
）

正
雄
（
⑩
7
3
0
2
）

水
原
照
好
（
⑩
6
8
1
1
）

〈
横
鳥
小
学
校
区
〉

内
藤
一
（
⑩
2
3
8
2
）

中
井
三
郎
（
0
4
5
5
2
）

江
口
百
合
子
（
⑩
3
2
0
0
）

大
熊
精
二
（
⑩
0
1
5
6
）
．

高
木
敏
雄
（
0
4
7
6
1
）

岡
田
重
一
（
⑩
0
2
2
9
）

吉
田
茂
二
（
⑩
7
0
0
1
）

μ
史
郎
（
⑩
2
3
3
8
）

裕
子
（
⑩
2
7
8
9
）

盛
敏
（
⑩
6
2
9
2
）

一
重
（
⑩
1
0
9
8
）

義
雄
（
⑩
6
6
9
6
）

小
倉
小
学
校
区
〉

朝
田
治
行
（
⑩
4
3
0
7
）

渡
辺
ま
つ
え
（
⑩
2
7
9
0
）

門
脇
洋
子
（
⑩
2
3
9
2
）

風
間
登
美
子
（
⑩
1
5
7
1
）

蓉
朋
子
（
⑩
6
2
0
5
）

へ
南
小
倉
小
学
校
区
〉

佐
々
木
貞
三
（
⑩
8
1
6
9
）

寺
田
富
夫
（
⑩
9
6
3
2
）

南
川
敏
朗
（
⑩
1
8
2
8
）

江
黒
泰
子
（
⑩
6
2
1
5
）

福
知
和
子
（
⑩
2
9
9
3
）

〈
神
明
小
学
校
区
〉

山
名
良
吉
（
＠
7
3
9
0
）

野
間
卓
次
（
⑩
3
3
7
6
）

森
惣
市
（
⑩
1
0
4
4
）

〈
小
倉
小
学
校
区
〉

梁誤爵

。ａ5＾
（
⑩
8
5
0
2
）

（
⑩
2
3
5
2
）

（
⑩
2
6
8
3
）

ｍ
熊詩

百
代
（
⑩
1
5
4
7
）

則
明
（
⑩
3
6
1
4
）

務
（
⑩
2
9
9
0
）

英
子
（
⑩
0
3
9
4
）

宝
来
清
（
⑩
0
3
1
8
）

〈
伊
勢
田
小
学
校
区
〉

佐
野
登
喜
夫
（
⑩
7
0
2
2
）

村
上
昌
弘
（
＠
0
2
4
0
）

大
町
肇
（
⑩
7
7
2
0
）

川
北
民
司
（
＠
1
5
5
4
）

吉
田
恒
雄
（
＠
7
0
1
3
）

〈
大
久
保
小
学
校
区
〉

Ｎ
ｍ

偕

一一

ｎ

壽

戻

（
⑥
6
8
9
4
）

（
⑥
7
5
8
3
）

（
＠
6
5
4
0
）

（
⑥
6
5
2
7
）

〈
西
大
久
保
小
学
校
区
〉

樺
木
新
二
（
⑥
7
4
1
0
）

宮
野
千
代
子
（
⑩
1
7
3
5
）

北
岡
満
千
百

脇

啓一一

認
Ｕ

（
⑥
6
8
1
6
）

（
⑩
2
5
9
2
）

（
⑩
3
7
2
6
）

（
⑩
0
8
3
8
）

〈
平
盛
小
学
校
区
〉

頴森下

呈錨

画

裂

（
＠
1
7
ｑ
χ
ａ
）

（
＠
2
3
9
3
）

（
＠
2
0
8
8
）

（
⑩
8
7
3
8
）

樹
山
正
恵
（
＠
2
8
6
7
）

〈
宇
治
小
学
校
区
〉

沖
里
に
（
⑩
0
4
6
6
）

鼻

竺

某

莫

報
何

（
⑩
8
0
3
9
）

（
⑩
8
9
9
9
）

（
⑩
0
6
6
0
）

（
⑩
1
6
2
9
）

〈
Ｅ
室
戸
小
学
校
区
〉

安
岡
市
蔵
（
⑩
5
0
0
1
）

堀
侑
稔
（
⑩
6
3
5
7
）

山
西
竺
郎
（
⑩
0
2
9
9
）

〈
南
部
小
学
校
区
〉

細
見
心
雁
（
⑩
7
9
5
7
）

斉
藤
哲
男
（
ａ
2
0
2
6
）

林
育
平
（
⑩
4
1
0
3
）

坂
本
珠
美
子
（
⑩
6
8
5
3
）

〈
岡
屋
小
学
校
区
〉

田
中
晶
江
（
⑩
0
6
8
6
）

道
下
毅
（
⑩
0
1
0
1
）

宮
本
利
秋
（
⑩
2
5
0
8
）

岸
野
千
恵
子
（
ｃ
1
5
2
3
）

〈
木
幡
小
学
校
区
〉

梅
原
博
（
⑩
6
1
4
7
）

和
田
弘
彰
（
⑩
8
7
3
4
）

〈
御
蔵
山
小
学
校
区
〉

阪
根
マ
サ
子
（
⑩
3
4
9
1
）

吉
川
博
子
（
⑩
2
2
0
4
）

和
気
邦
子
（
Ｃ
4
9
1
2
）

渕
田
紀
代
子
（
⑩
2
4
7
2
）

〈
笠
取
小
学
校
区
〉

高
谷
暗
次
郎

（
0
7
5
－
5
7
1
－
4
9
2
6
）

〈
笠
取
第
二
小
学
校
区
〉

渋
谷
忠
一
（
⑩
2
0
ｃ
ｏ
ｔ
～
）

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

企
業
側
も
努
力

　
　
奥
村
茂
美
さ
ん

駅
周
辺
の
夜
の
街
頭
巡
回
も
よ
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昭
和
五
十
八
年
度
の
宇
治
市
立

幼
稚
園
児
（
一
年
保
育
）
夕
募
集

し
て
い
未
了
。

応
募
さ
れ
る
人
は
、
入
園
希
望

の
幼
稚
園
へ
お
子
さ
ん
を
伴
い
、

印
鑑
か
石
っ
て
申
し
込
み
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
午
後
・
二

時
以
降
に
お
願
い
し
ま
す
。

▼
募
集
幼
稚
園
・
・
・
薦
道
（
き
0

2
7
0
3
）
、
横
島
（
豊
2
7
0

8
）
、
伊
勢
ｍ
（
ｓ
⑩
Ｌ
5
0
3
）
、

大
久
保
（
豊
0
了
2
2
4
）
、
平

盛
（
豊
＠
7

1
4
4
7
）
、
神
明
（
豊

⑩
0
4
9
5
）
、
東
宇
治
（
ａ
⑩
8

2
5
9
）
、
木
幡
（
き
⑩
9
4
3

9
）
。

（
学
校
教
育
課
）

所得税の確定申

告還付を受ける人はお早めに

所
得
税
の
亀
定
申
告
期

間
は
。
二
月
十
六
日
か
ら

三
月
十
五
日
ま
で
に
な
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
申

告
期
間
中
は
税
務
署
が
大

変
混
雑
し
ま
す
の
で
。
税

金
の
還
付
を
受
け
る
た
め

の
申
告
は
、
二
月
十
六
日

以
前
で
も
受
付
け
て
い
ま

す
。
早
く
申
告
す
れ
ば
、

税
金
の
還
付
も
早
く
受
け

ら
れ
ま
す
の
で
。
次
の
よ

う
な
人
は
早
め
に
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

田
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
雑
損

控
除
、
医
療
費
控
除
、

住
宅
取
得
控
除
な
ど
を

受
け
ら
れ
る
人
。

閲
年
の
中
途
で
退
職
し
。

そ
の
後
就
職
し
な
か
っ

た
た
め
年
末
調
整
を
受

け
な
か
っ
た
人
。

朗
特
定
の
寄
付
金
を
支
出

し
て
、
寄
付
金
控
除
が

受
け
ら
れ
る
人
。

倒
原
稿
料
や
利
子
、
配
当
な
ど
の
収
入
が
あ
り
、
そ

れ
ら
を
含
め
た
全
体
の
所
得
が
低
い
た
め
源
泉
徴

収
税
額
を
納
め
過
ぎ
て
い
る
人
。

㈲
予
定
納
税
を
し
て
い
た
か
、
休
・
廃
業
な
ど
の
た

め
所
得
が
前
年
よ
り
大
幅
に
減
っ
た
人
。

給
与
所
得
者
の
場
合
は
、
申
告
様
式
が
簡
単
で
す

の
で
、
「
申
告
書
の
書
き
方

」
を
参
考
に
、
正
確
に

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
還
付
さ
れ
る
税
金
は

銀
行
、
信
用
金
庫
、
農
協
な
ど
の
預
金
口
座
に
振
り

込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

還
付
を
受
け
る
た
め
に
は
確
定
申
告
書
に
書
類
を

添
付
し
た
り
。
提
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、

く
わ
し
い
こ
と
は
宇
治
税
務
署
（
豊
0
4
1
4
1
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

‘
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

所得税

確定申告説明会

住宅取得控除などの確

定申告についての説明会

です。

2月14日（月）

午後1時半～4時

宇治市民会館大会議室

（宇治税務署）

148

（その95）

（
約
七
五
〇
グ
ラ
ム
）
で
あ
る
。

錘
吐
一
斤
銀
六
〇
匁

測
謙
一
斤
銀
四
〇
匁

極
揃
一
斤
銀
二
〇
匁

別
儀
揃
一
斤
銀
一
（
）
匁

上
揃
一
斤
銀
六
匁

将
軍
家
や
有
力
諸
侯
の
場
合

に
は
、
容
量
の
多
少
に
関
ら
す

画
竺
杯
に
付
い
て
大
判
一
枚

が
支
払
り
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

こ
れ
濫
昌
詰
ま
た
は
大
判
詰

ら
は
困
窮
忿
埋
由
と
し
て
、
御

茶
吟
味
役
小
堀
遠
州
を
介
し
て

幕
府
に
改
定
を
申
請
し
、
そ
れ

ぞ
れ
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
引
き
上

げ
β
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
後

は
幕
末
に
至
る
ま
ぶ
萱
さ
れ

ず
、
近
世
に
お
け
る
早
治
茶
業

界
が
苦
難
の
道
を
歩
む
一
要
因

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
今
回
は

近
世
に
お
け
る
宇
治
茶
業
界
が

ば
せ
る
と
い
う
、
ご
ぐ
軽
い
意

味
で
の
使
者
の
派
遣
に
過
ぎ
ず
、

そ
の
役
目
に
当
た
っ
た
人
物
も

使
番
と
い
弓
底
い
身
分
の
武
士

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
茶

壷
を
運
搬
す
る
そ
の
行
列
も
、

決
し
て
衆
目
か
驚
か
せ
る
程
の

格
式
張
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
二
十
年

夕
経
過
し
た
寛
永
十
年
（
一
六

御
茶
壷
道
中
（
そ
の
一
）

最
匁
ハ
貪
な
役
割
ｍ
う
こ
と

に
な
り
、
ま
た
思
案
の
存
在

奎
大
下
の
人
々
に
印
象
付
け
た

御
蚕
署
中
の
顛
写
迂
べ
て

迦
是
い
。

幕
府
に
よ
る
宇
冶
採
茶
使
の

派
遣
は
、
史
料
に
よ
る
か
ぎ
ひ

慶
長
十
八
年
（
ニ
ハ
ー
三
）
が

最
初
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

初
期
の
こ
ろ
ほ
、
将
軍
家
が
使

之
落
茶
奎
孤
臣
に
命
じ
て
運

三
三
）
に
な
る
と
、
幕
府
は
毎

年
の
里
操
茶
使
の
往
復
竃

公
的
な
制
度
と
し
て
行
う
こ

と
に
改
め
6
．
昿
賃
に
は

哺
感
涙
濃
授
ｉ
つ

徒
士
頭
・
御
数
寄
屋
頭
な
ど
が

任
命
さ
れ
、
そ
の
行
列
に
は
将

軍
や
そ
の
距
に
Ｓ
じ
心
腹

が
Ｉ
Ｉ
＾
ｔ
＜
＾
ａ
；
；
’
す
べ
て
の
公
卿

や
大
名
も
、
宇
治
採
茶
使
に
行

袁
宵
ば
、
道
を
ゆ
ず
ら
ね
ば

な
ら
な
ぐ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

名
高
い
御
蚕
署
乖
は
、
こ
う

し
て
開
始
さ
れ
た
。（

歴
史
資
料
室
）

御茶壷道中絵巻

よ
り
、
労
働
条
件
忿
吹
善
し
、
働

く
者
の
牟
活
の
安
定
か
ほ
か
る
た

め
に
決
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

こ
の
最
低
賃
金
は
事
業
所
で
働

く
常
用
、
臨
時
、
パ
ー
ト
な
ど
す

べ
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
、
使

用
者
が
最
低
賃
金
の
額
以
上
の
賃

金
差
置
石
な
か
っ
た
握
ほ
処

罰
の
対
象
と
な
り
ホ
チ
。
ま
た
、

最
低
賃
金
の
額
は
下
の
賃
金
で
労

働
協
約
か
結
ん
で
も
、
そ
の
部
分

は
無
聊
と
な
り
ま
す
。

最
低
賃
金
の
対
象
と
な
る
の
は
、

通
常
の
労
働
時
間
や
労
働
日
に
対

応
す
る
「
所
定
内
質
金
」
に
限
ら

れ
、
賞
与
か
妬
め
、
精
・
皆
勤
手

当
、
家
族
手
当
、
時
間
外
手
当
、

休
日
手
当
、
交
通
費
な
ど
は
除
か

れ
ま
す
。

産
業
別
以
外
に
す
で
に
昨
年
の

十
一
月
一
日
か
ら
、
府
内
の
す
べ

て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
地
域

別
最
低
賃
金
が
効
力
を
発
生
し
て

い
束
ふ
、
地
域
別
最
低
賃
金
と

産
業
別
最
低
賃
金
の
両
方
の
適
用

を
受
け
る
労
働
者
に
は
金
額
の
高

い
方
が
適
用
さ
れ
ま
ず
。
た
と
え

ば
、
京
都
府
南
部
の
最
低
賃
金
の

時
間
給
は
四
百
十
三
円
で
す
か
、

小
売
業
の
パ
ー
ト
で
は
四
百
六
十

三
円
と
な
り
ま
ｙ
。

最
低
賃
金
以
上
の
賃
金
で
あ
る

か
ご
Ｚ
ぼ
、
最
低
賃
金
額
と
、

賃
金
か
ら
家
族
手
当
な
ど
を
差
し

引
い
た
金
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
時
間

当
父
豪
に
換
算
し
て
調
べ
て
み

て
ぐ
だ
さ
い
。

最
低
賃
金
に
つ
い
て
の
詳
し
い

こ
と
は
、
京
都
労
働
基
準
局
（
酋

0
7
5
－
2
4
1
－
3
2
1
5
）
、
京
都
南

労
働
基
準
｀
轡
署
（
Ｓ
0
7
5
－
6
0
1
‐

8
3
2
1
）
、
ま
た
は
市
役
所
交
通

労
政
課
（
Ｓ
⑩
3
1
4
1
）
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
ぐ
だ
さ
い
。

（
交
通
労
政
課
）

近
世
か
通
じ
て
、
江
戸
幕
府

は
毎
年
使
者
名
落
に
派
遣
し

『
将
軍
な
系
使
用
す
る
宇

治
茶
奔
芦
に
持
ち
帰
ら
せ
て

い
た
。
こ
の
使
者
は
、
一
般
に

「
御
蚕
署
中
」
の
名
だ
吐
μ

四
丿
宝
て
い
る
が
、
「
宇
治
採

茶
使
」
と
呼
ぷ
の
が
、
正
式
の

名
称
で
あ
る
。

御
蚕
署
中
と
言
う
と
、
宇

治
茶
師
が
献
上
す
る
蚕
緊
運

ん
だ
行
列
の
ぷ
つ
に
思
っ
て
い

る
人
も
多
い
ら
し
い
。
だ
が
、

た
と
え
将
軍
・
幕
府
と
い
ｔ
ｌ
Ａ
Ｊ

も
、
茶
の
代
金
は
キ
ッ
チ
リ
と

守
払
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
！

｀
゛
近
世
の
は
じ
め
、
宇
治
の
曜

茶
の
等
級
と
価
格
は
、
つ
ぎ
の

と
呼
ん
だ
が
、
通
常
は
す
べ
て

の
需
要
者
が
、
右
の
価
格
で
算

出
し
た
代
金
牽
支
払
っ
ぷ
否

茶
ｍ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

当
初
は
こ
の
価
格
が
相
応
の

も
の
で
あ
っ
た
よ
ラ
だ
が
、
高

率
の
年
貢
な
μ
各
種
の
条
件
に

よ
っ
て
、
寛
永
年
間
に
は
早
く

も
不
当
な
も
の
に
な
っ
て
い
た

ぷ
つ
に
定
め
ら
れ
て
い
た
と
い
応
じ
い
。
寛
永
十
九
年
（
ニ
ハ

う
。
い
ず
れ
も
一
則
は
二
見
四
二
）
に
な
る
と
、
早
治
茶
師

耐
寒
マ
ラ
ソ
ン
自
然
の
中
を
快
走
！いま市内の小・中学校では、寒さに負けない体力作りにと、マ

ラソンや適応遠足などに取り組まれています。1月22日出の最低

気温が零下二度まで下った朝、宇治中学校も耐寒マラソンを実施。

まず3年生の男子から順に塔ノ島を9時半に出発、その後女子が

スタートし、全員が志津川をぬけて炭山から明星町の入口まで約

12゛，．を走りとおしました。（写真は宇治川右岸観流橋で）

最低賃金が改正

小売パートは、時間給463円以上

京
都
府
南
部
地
域
（
京
都
市
・

亀
岡
市
以
南
）
の
最
低
賃
金
が
表

の
と
お
ひ
改
正
さ
れ
、
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。

最
低
賃
金
と
は
、
働
く
者
の
最

低
の
賃
金
努
腐
障
す
る
こ
と
に

京都府南部最低賃金一覧表（57年度）

最低賃金の件名
最ｉ＆賃金額

効力発生
年月日

日額 時間額 適用区分

食料品製造業
円3，515

440円 57．12．31

繊維産業

ねＡ．糸製造業・金銀糸製（遺業・和服縫製ｍを除く）3，423 428 58．1．7

木材・木製品・家具・

装備品製造業 3，711 464 57．12．31

パルプ一紙・紙加工品製造業3，608 451 57．12．31

出ｓ・印刷・同関連産業3，634 455 57．12．31

窯業・土石製品製造業3，717 465 57．12．31

機械・金属製品等製造業及び

自動車整俑業

3，716 465
58．1．1

3，371 422
ただし一部例外あり

卸売業・小売業 3，698 463
調理師見習を

除く
57．12．31

京都府南部地区最低賃金3，298 413 57．11．1

幼
稚
園
児

募
集

宇
治
市

史
の
窓



2月1日発行第619号1983キ（昭和58キ）
りよだ政宇ｉ台ｒｆＪ（3）

建
設
工
事

物
品
供
給

2
月
2
1
日
か
ら
受
付

市
で
は
、
昭
和
五
十
八
年
度
指

名
業
者
の
資
格
審
査
の
申
請
夕
次

の
要
領
で
驀
扮
け
康
ｙ
。
申
請

さ
れ
で
な
い
と
工
事
の
指
名
競
争

入
札
や
、
物
品
の
供
給
に
参
加
で

ｍ
ｉ
ｉ
ｆ
ｉ
ん
。
ご
注
意
ぐ
だ
さ
い
。

▼
入
札
参
加
資
格

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も

の
は
入
札
に
参
加
1
笙
せ
ん
。

・
禁
治
産
者
及
び
準
禁
治
産
者
並

び
に
破
産
者
で
復
権
名
居
い

者

・
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
現
在

に
お
い
で
当
該
営
業
開
始
後
二

年
未
満
の
者

・
資
格
審
査
申
請
書
ｍ
出
す
る

日
の
直
前
二
年
の
営
業
年
度
に

営
業
実
績
高
の
無
い
者

・
建
設
工
事
業
種
に
あ
っ
て
は
、

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
一
〇
〇
号
）
第
三
条
の
規

定
に
よ
る
建
設
大
臣
又
は
都
道

府
県
知
事
の
許
可
夕
受
け
で
い

な
い
者
、
そ
の
他
の
業
種
に
あ

公民館のお知らせ
ｏ宇治市公民館…宇治里尻7】の9

（ｎ低2804）

○宇治市木棺公民館…木幡内畑34

の7（ａｃ8290）

○宇治市小倉公民鯉…小介町寺内

91（ａｃ4687）

み
そ
づ
く
り
教
室

無
添
加
無
着
色
の
み
そ
の
作
り

方
を
学
九
で
み
ま
せ
ん
か
。

▼
と
さ
・
：
2
月
1
6
日
困
、
午
後

1
時
半
1
ｔ
時
（
こ
う
じ
づ
ぐ
り
）

2
月
1
8
日
出
、
午
後
Ｌ
時
半
Ｉ
4

時
（
み
弐
つ
く
り
）
▼
と
こ
ろ
・
・
・

木
幡
公
民
館
▼
指
導
者
・
・
・
牛
屈

改
善
グ
ル
ー
プ
村
田
叔
子
さ
ん

▼
対
象
・
・
・
市
内
在
住
で
両
日
と

’
ｆ
ｆ
％
加
で
き
る
人
▼
定
員
・
・
・
2
0
人

つ
て
は
当
該
営
業
侭
耳
尼
め

に
必
要
な
許
可
な
ど
奪
有
し
な

い
者

・
資
格
審
査
申
請
＆
ｍ
出
す
る

ま
で
に
宇
治
市
税
か
滞
納
し
で

い
．
る
者

・
資
格
審
査
申
請
書
及
び
そ
の
添

付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実

を
記
載
し
た
者

▼
申
請
に
必
要
な
書
類

・
建
設
工
事
関
係
・
・
・
申
請
書
（
建

設
省
統
一
様
式
）
、
他
に
技
術

者
名
簿
、
印
鑑
証
明
書
な
ど

・
測
量
、
地
質
調
査
、
建
設
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
関
係
・
：
申
請

書
（
建
設
省
統
一
様
式
）
、
他

に
業
務
経
歴
書
、
印
鑑
証
明
書

な
ど

・
物
品
関
係
（
製
造
・
販
売
）
…

申
請
書
（
心
一
計
課
で
配
布
）
、

他
に
印
鑑
証
明
書
、
納
税
証
明

書
な
ど

・
役
務
の
提
供
業
務
関
係
・
：
申
請

書
（
会
計
課
で
配
布
）
、
他
に

（
先
着
順
）
ｙ
費
用
・
・
・
教
材
費
八

百
円
▼
申
し
込
み
…
教
材
賛
奮
原

え
で
木
幡
公
民
館
へ
本
人
が
直
接

采
館
し
で
申
し
込
ん
で
ぐ
だ
さ
い
。

代
理
の
申
し
込
み
は
1
Ｗ
Ｋ
ｔ
Ｊ
ん
。

郷
土
史
講
座

万
葉
集
に
「
巨
椋
の
入
江
」
と

詠
次
れ
た
巨
椋
池
は
、
ほ
と
ん
ど

郷土史講座日程表

（Ｉ日 テーマ 輿師

1 2／咲ａ巨ｆｉｉ池の誕生
京都教育大学教授

水山≪ｉ幸さん

2 2／25｛！）巨椋池のｆ拓史

小介公尺館

運営審裏会委員小山一雄ｓん

3 3／4剛
巨椋池周辺の

訂（Ｓと伝承宇治市歴史資料室

若原英次さん

4 3／1301）
同上

（Ｅｌ地学習｝

印
鑑
証
明
書
、
納
税
証
明
書
な
ど
▼
受
付
期
間
・
・
・
2
月
2
1
日
側
か
ら
2
8
日
側
、
午
前
9
時
か
ら
午
後
5
時
（
土
曜
日
の
午
後
と
日
曜
日
は
除
く
）
▼
受
付
場
所
・
・
・
市
役
所
第
一
プ
レ
ハ
プ
（
旧
水
道
庁
舎
）
一
階
。
な
お
、
―
申
請
に
つ
い
で
の
詳
し
い
こ
と
は
要
領
が
あ
り
ま
す
の
で
、
会
計
課
あ
で
ご
請
求
く
だ
さ
い
。
（
会
計
課
）
学
校
給
食
物
資

納
入
業
者
の
登
録
申
請

宇
治
市
学
校
給
食
会
で
は
、
年
間
百
八
十
五
日
、
一
日
約
二
万
人
分
の
給
食
を
作
る
の
に
必
要
な
物
資
を
登
録
業
者
制
に
よ
る
品
目
別
入
札
方
法
で
購
入
し
で
い
ま
す
。
登
録
を
希
望
さ
れ
る
業
者
は
二

干
拓
さ
れ
で
、
今
は
私
た
ち
の
視

界
か
ら
消
え
去
っ
で
し
ま
っ
で
い

ま
ず
。
こ
の
「
巨
椋
池
」
を
テ
ー

マ
に
し
で
、
郷
土
の
歴
史
の
Ｉ
端

ｍ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
お
気

軽
に
ご
参
加
ぐ
だ
さ
い
。

▼
日
程
・
：
上
表
▼
時
間
…
午
後
7

時
1
9
時
▼
会
場
・
：
小
倉
公
民
館

▼
申
し
込
み
…
は
が
き
に
住
所
、

氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号
お
よ
び

「
郷
土
史
講
座
受
講
希
屏
と
書

い
で
、
2
月
1
2
日
出
ま
で
に
小
倉

公
民
館
へ
。

申
込
者
は
全
員
受
講
で
鳶
ま
ヂ
。

古
典
文
学
講
座

～
南
山
城
に

ま
つ
わ
る
古
典
～

私
た
ち
の
住
む
甫
山
城
は
、
長

い
歴
史
と
文
化
が
あ
り
‘
’
チ
。
古

典
鷺
堰
し
で
郷
土
理
解
を
深
め
で

く
だ
さ
い
。

月
一
日
か
ら
二
十
日
ま
で
に
、
市

教
育
委
員
会
の
学
校
給
食
心
一
事
務

局
ま
で
申
し
込
ん
で
ぐ
だ
さ
い
。

申
し
込
み
に
は
、
登
録
料
一
万
円

と
事
務
局
に
あ
る
申
請
0
類
ｍ

え
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
登
録
で
き
る
の
は
次
の

項
目
に
該
当
す
る
業
者
で
す
。

印
市
内
、
吏
陛
京
阪
神
地
域
内

に
営
業
所
が
あ
る
こ
と

○
相
当
の
資
本
で
経
営
さ
れ
、
相

当
額
の
販
売
実
績
が
あ
る
こ
と

○
常
時
営
業
夕
活
一
け
で
い
る
こ
と

園
引
き
続
い
で
二
年
以
上
そ
の
営

業
に
従
事
し
で
い
る
こ
と

○
指
示
の
期
日
、
時
刻
、
指
定
の

場
所
に
物
資
を
納
入
で
き
る
こ

と
（
五
校
以
上
に
納
入
で
き
る

こ
と
）
（
学
校
教
育
課
）

老
人
保
健
法
の
施
行

二
月
一
日
か
ら
考
人
保
健
法
が

施
程
さ
れ
ネ
フ
。
七
十
歳
以
上
の

人
な
ど
は
、
「
健
康
保
険
証
」
と

「
健
康
手
唆
」
が
な
け
れ
ば
医
療

鷺
客
Ｋ
元
ま
せ
ん
。

健
康
手
唆
の
交
付
牽
ま
だ
受
け

で
お
ら
れ
な
い
人
は
、
健
康
保
険

証
£
ぼ
恕
痔
っ
で
福
祉
事
務
所

社
会
課
ま
で
至
急
に
届
け
出
を
し

で
ぐ
だ
さ
い
。
（
襲
藻
）

身
体
障
害
者
の

巡
回
更
生
相
談

▼
と
き
・
・
・
2
月
7
日
囲
、
午
後

Ｌ
時
か
ら
1
時
▼
と
ら
？
・
総
合

福
祉
会
館
▼
診
査
科
目
…
耳
鼻
咽

喉
科
、
整
形
外
科
▼
相
談
内
容
・
・
・

身
体
障
害
者
壬
唄
や
補
装
具
の
交

付
に
必
要
な
診
断
、
施
設
入
所
や

更
牛
ｍ
療
給
付
の
相
談
、
補
装
具

の
適
合
検
査
、
型
取
り
、
認
昌

せ
、
修
理
、
見
積
、
手
喫
や
補
装

具
の
申
請
。

な
お
、
補
装
具
の
適
合
相
談
や

修
理
に
つ
い
て
は
、
必
ず
補
装
具

か
痔
参
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
補
装

具
の
交
付
申
請
に
は
印
鑑
が
、
キ

帳
の
交
付
申
請
に
は
印
鑑
と
顔
写

真
（
縦
4
？
×
横
3
’
。
’
）
が
必
要

で
す
。
い
ず
れ
の
相
談
も
無
料
で

す
。
（
福
祉
課
）

婦
人
教
養
講
座

心
の
「
お
し
や
れ
」
学

▼
と
き
・
・
・
2
但
智
吊
、
午
後

1
時
半
か
ら
▼
と
こ
ろ
・
・
・
宏
霞

工
会
議
所
大
会
議
室
▼
テ
ー
マ
と

講
師
・
・
・
心
の
「
お
し
ゃ
れ
」
学
―

服
飾
研
究
家
・
市
田
ひ
ろ
み
さ
ん

（
大
谷
女
子
大
学
家
政
科
講
師
）

古典文学講座日程表

回 月日 －ア－マ

1 2／17困
大山守命の反逆

（古事記より）

2 2／24附
宇治の嗅姫

（風土記より）

3 3／3ｔ≪
初瀬詣で

（ｍ級日記より）

4 3／ｌ咄
方丈の庵居

（方丈記より）

5 3／17困
僑合戦

（平家物語よ・））

6 3／24困
？ぶ1ま：7

田方面）

7 3／3ｌ困学習のまとめ他

▼
日
程
・
・
・
右
表
▼
時
間
・
・
・
午
後

1
時
半
か
ら
1
時
半
（
6
回
目
は

未
定
）
▼
会
場
・
・
・
木
幡
公
民
館
▼

講
師
…
城
陽
高
校
教
諭
・
中
里
隆

摩
’
ん
▼
対
象
－
1
け
で
学
習
可

能
な
市
内
在
住
の
婦
人
▼
定
員
・
：

3
0
人
▼
申
し
込
み
・
：
往
復
は
が
き

に
「
古
典
文
学
講
座
受
講
希
誤

と
明
記
し
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
。

電
話
番
号
ｍ
い
で
、
2
月
1
0
日

（
必
着
）
ま
で
に
木
幡
公
民
館
へ
、

多
数
の
場
合
は
抽
せ
ん
で
決
定
し

ま
す
。

宇
治
市
民
音
楽
会

練
習
の
成
果
発
表

第
二
十
一
回
早
島
市
民
音
楽
会

を
開
き
ま
す
。
三
十
一
団
体
が
出

演
し
、
日
頃
の
練
習
成
果
夕
発
表
。

お
気
軽
に
ご
来
場
く
だ
さ
い
。
入

場
は
無
料
で
す
。

▼
と
き
＝
・
2
月
6
日
面
、
午
前

9
時
半
開
場
、
第
1
部
（
合
唱
）

―
午
前
1
0
時
か
ら
、
第
1
部
（
合

奏
）
＝
午
後
Ｌ
時
か
ら
▼
と
こ
ろ

：
字
治
市
公
民
館
3
階
大
Ｍ
Ｍ

▼
対
象
・
・
・
地
域
婦
人
▼
定
員
・
：
5
0

人
（
先
着
順
）
▼
受
講
料
・
・
・
無
料

▼
申
し
込
み
・
・
・
宇
治
商
工
心
一
議
所

婦
人
部
（
豊
⑩
1
1
0
1
）
、
ま

た
は
、
早
治
労
働
セ
ツ
ル
メ
ン
ト

（
き
⑩
2
3
1
）
ま
で
。

（
交
通
労
政
課
）

消
費
生
活
連
続
講
座

～
身
に
つ
け
よ
う生

活
の
知
識
～

訪
問
販
売
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
や

健
康
、
老
後
の
牟
弱
な
ど
、
私
た

ち
が
牛
活
業
念
た
め
に
必
要
な

基
本
的
知
識
を
テ
ー
マ
に
五
回
の

連
続
講
座
を
開
き
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
程
・
：
左
表
▼
時
間
・
：
午
前

消費連続講座日程表

とき

▼
出
演
団
体
・
・
・
左
表
。

会
場
に
は
駐
車
場
が
あ
り
ま
・

棋
島
町
南
落
合

林
宣
顕
ち
ゃ
ん

1
0
時
か
ら
正
午
ｙ
会
場
↓
石
労

働
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
ｙ
対
象
…
消
費

生
活
に
関
心
の
あ
る
市
民
▼
定

員
・
・
・
4
0
人
（
先
着
順
）
▼
受
講
料

…
無
料
▼
申
し
込
み
・
・
・
電
話
か
は

が
き
で
、
ｚ
届
方
振
興
局
商
工

課
（
早
島
若
森
7
Ｓ
⑩
1
0
8
）

市
役
所
商
工
観
巻
’
（
宇
治
琵
琶

3
3
豊
⑩
1
1
4
1
）
ま
『

な
お
、
当
日
は
保
育
を
し
ま
す
。

（
商
工
観
光
課
）

婦
人
健
康

体
力
づ
く
り
教
室

▼
と
き
…
2
月
4
日
か
ら
1
月

2
5
日
の
礪
忿
曜
日
、
9
時
5
0
分

せ
ん
の
で
、
車
の
利
用
は
ご
遠
恩

く
だ
さ
い
。

第Ｉ一部（合唱）……西大久保小学校育友会コ

ーラス同好会，伊勢田小学校音楽クラブ．宇

治朝霧コーラス．神明小学校6年Ａ．神明

小学校6年Ｂ，西小倉小学校4年3組Ｌ横鳥

小学校5年1組．横鳥小学校5年2≫1．宇

治市少年少女合唱団，向陵学園女戸合唱団，

菟遭マザーフロックコールと菟遭小学校育

友会コーラス部との合同．西小倉小掌校育

友会コーラスサークル．宇治市役所コーラ

ス部きまぐれ飛行船．京都中央少年少女合

唱隊，紫陽花コーラス部，南小倉小学校Ｐ

ＴＡコ―ラス部（出演順）

市民音楽会

出演団体

置
ＩＫ2部（合妻）……伊勢田小学校金管バンドクラブ，

南小倉小学校合妻クラブ，葵加ノ原第二幼稚園バイ

オリン合奏団，宇治養護老人ホーム．宇治ギター・

マンドリン・アンサンブル．横鳥小掌校音楽クラブ，

小倉小学校合唱合奏クラブ，峰山会．琴章会，毒琴会．

正山会．城南高校ギター・マンドリン部．市民嗇楽

サークル宇治シティーフィルハーモニーウインドア

ンサンブル，ワパッシユ・キャノン・ポーイズ．宇

治市民吹奏楽団（出演順）

宣顕ちゃんは、桃太郎と金太郎

をたして二で割ったような元気な

子どもです。

この欄に相ｓｅするお子さん（57

年2月生まれ）を募集しています。

文書広報課へご連絡ください。

か
ら
正
午
▼
と
こ
ろ
・
・
・
太
陽
が
丘

陸
上
競
技
場
▼
内
容
…
健
康
体
操

と
ジ
ョ
ギ
ン
グ
、
体
力
テ
ス
ト
な

ど
▼
参
加
料
・
・
・
二
千
八
百
円
▼
申

込
先
・
：
太
陽
が
丘
（
き
⑩
7
7
7

8
）
へ
。
（
市
民
体
育
課
）

ジ
ョ
ギ
ン
グ
の
つ
ど
い

▼
と
き
・
・
・
2
月
6
日
㈲
、
午
前

8
時
集
合
▼
と
こ
ろ
・
・
太
陽
が
丘

第
2
競
技
場
▼
参
加
料
・
・
・
無
料
。

参
加
希
望
者
は
、
当
日
直
接
＆
一

場
へ
。
（
市
民
体
育
課
）

ス
ポ
ー
ツ
ひ
ろ
ぱ

▼
と
き
・
・
・
Ｚ
月
1
0
日
唄
午
後

7
時
か
ら
ａ
＞
時
▼
と
こ
ろ
・
・
・
北
小

倉
小
学
校
体
育
館
▼
内
容
・
・
・
バ
ド

ミ
ン
ト
ン
。

参
加
希
望
者
は
、
上
靴
を
持
っ

て
直
接
会
場
へ
。
（
市
民
体
育
課
）

2
月
の
献
血

▼
ｚ
月
拍
甘
内
陸
上
自
衛
隊

関
西
地
区
補
給
処
▼
Ｚ
月
1
6
ほ
叫

小
倉
公
栄
ピ
ル
神
楽
田
ホ
ー
ル
▼

2
月
否
苗
、
。
新
栄
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
プ
ラ
ザ
（
京
阪
木
幡
駅
前
）
。

時
間
は
い
ず
れ
も
、
午
前
1
0
時

か
ら
正
午
、
午
後
Ｌ
時
か
ｔ
Ｓ
ｘ
ｏ
時

半
で
す
。
（
保
健
衛
牛
謀
）

犬
・
猫
の
引
き
取
り

▼
と
き
・
・
・
2
月
8
日
㈹
▼
と
こ

ろ
・
・
・
木
幡
公
民
分
館
＝
午
前
1
0
時

4
0
分
、
小
倉
公
民
館
＝
午
前
1
0
時

5
0
分
、
旦
椋
公
＜
Ｋ
堂
ａ
午
前
1
1
時

ｍ
一
分
、
宇
治
保
≪
＝
午
前
1
1
時

2
0
分
。
（
保
健
衛
牛
牒
）

三種混合予防接種

地域の会場で実施

二
月
か
ら
四
月
の
間
、
地
域
の
会
場

で
三
種
混
合
予
防
接
種
を
実
施
。
ま
だ

の
人
は
こ
の
機
会
に
営
け
て
ぐ
だ
さ
い
。

▼
対
象
・
占
第
一
期
Ｌ
満
二
歳
か
ら
四

歳
未
満
の
幼
児
、
三
週
間
か
ら
八
週
間

の
間
隔
で
三
回
接
種
。
Ｏ
第
二
期
＝
第

一
期
終
了
後
一
年
以
降
一
年
半
ま
で
の

間
に
一
回
接
種
。
○
第
三
期
―
小
学
校

六
年
生
の
時
に
一
回
接
種
、
学
校
で
接

種
夕
受
け
な
か
っ
た
児
童
は
保
護
者
同

伴
で
受
け
て
ぐ
だ
さ
い
。

な
お
、
す
で
に
百
日
ぜ
き
に
か
か
っ

た
幼
児
や
三
種
混
合
予
防
接
種
夕
受
け

な
か
っ
た
四
歳
か
皇
ハ
歳
ま
で
の
幼
児

は
、
ジ
フ
テ
リ
ア
と
破
傷
風
の
二
種
混

合
舎
篇
で
ま
す
。

▼
日
程
交
蕩
…
昭
和
五
十
七
年
四
月

十
一
日
発
行
の
市
政
だ
よ
り
「
保
健
予

防
年
間
日
程
表
」
を
＞
Ｌ
Ｉ
覧
く
だ
さ
い
。

灸
蕩
と
も
駐
車
場
が
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ

い
。
（
保
健
衛
生
課
）

移
動
図
書
館
（
2
月
分
）

25日

㈲

24日

端

23日

附

22

日

吠）

17日

哨

16日

伽

15日

（火）

9日

南

8日

（火）

4日

吻

3日

團

2日

南
日

平

盛

画大

久憚

大久

保

緑ヶ

原

南小

倉

北小

倉

木

楷

岡

量

東南

山

広岡

谷

御蔵

山

六地

蔵

黄

彙

爾

山

明星

町

志津

川

福

角

南陵

町

神

明

奥広

野

広

野

伊勢

田

地

区
ｕ

●●40

1

16

●●00

13

●●30

Ｓ

14

●◆20

10

●●00

1

11

●◆00

14

●●00

Ｓ

16

●●00

10

●●00

Ｓ

11

丿●30

14

●●00

1

16

●●00

14

●●50

Ｓ

16

◆●10

13

●●30

1

14

丿●20

14

●●30

Ｓ

15

●●50

13

●●30

Ｓ

14

●●10

14

●●40

Ｓ

16

●●20

13

●◆30

Ｓ

14

Ｉ●20

15

●●10

Ｓ

16

●●00

14

●●00

Ｓ

14

●●50

14

丿●30

1

15

●●30

13

●●30

Ｓ

14

●●00

10

●●00

Ｓ

11

●●00

14

●●00

Ｓ

15

●●40

15

●●10

Ｓ

16

●●10

14

●●00

Ｓ

14

●●50

10

丿●00

Ｓｕ

●●20

14

丿●00

Ｓ

16

●●00

駐車

時間

平盛

小学

校

西大

久保

小学

枚

旦椋

公会

堂前

緑ヶ

原児

童公

園

南小

倉小

学校

北小

倉小

学校

木幡

公民

館前

岡屋

小学

校

梅

垣

タ

ノく

コ

店

前
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月
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脚
も
休
室
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す
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第619号 宇1台ｒＵｊ改だより 1983年（昭和58年）2月1日発行（4）

1勾 宇治市交通事故相談

2（＊） とき2月10日（木）午後1時

伴～4時

ところ宇治市民会館ｚ階

相談員弁護士

申込み相談を希望される人は
市役所交通労政課（ａ

Ｒ3141内線279）へ

3俐

●法律相談（総合福祉会館
13時半～15時半）人権相談（市民会館10時

～15時）

4図
血圧相談（川束集会所9

時半～11時）
交通事故巡回相談所

とき2月9日（水）・23日（水）

午前9時～午後4時

ところ宇治市宇治若森

京都府宇治ｔｔａ方振薦局

5（ｉ）
●結婚相談（川来集会所13

時～15時）

6⑨

7（月）

●’Ｌ－配ごと相談（総合福祉会館13時～15時）

乳児相談（保健医療セン
ターと広野公民分館9時
半～11時）

内容●交通事故の法律問題

●示鮫のしかた●賠償

額の算定●訴訟、調停

のしかた●自賠責保険

等の利用、臍求のしかー

た他。

お問い合わせ宇治地方振興局

ｎＲ2970－
8㈹

●年金相談（総合福祉会館

10時～12時）

9困
移動消費生活相談（三室

戸集会所10時～15時）

10困●法律相談（総合福祉会館13時半～15時半）

11Ｒ

12出●結婚相談（川東集会所13時～15時）

13⑨

14｛月）
●心配ごと相談（総合福祉会館13時～15時）
乳児相談（小倉公民館9時牛～11時）

15勾

16伽 精神薄弱者相談（総合福祉会館13時～16時）

もえないゴミ収

集日程表

市役所清掃課ＴＥＬ223141番

開町（国道筋を除く全域）2／117広野町（小根尾、大開、尖山、宮谷、中島、丸山）

西大久保府営住宅（1～2Ｃ〕棟）

広野町（桐生谷、一里山、東裏、寺山．国道筋を除く西裏・茶屋裏）

218大久保町（北ノ山、山ノ内、南ノロ、大竹、上ノ山、久保）

西大久保府営住宅（21～32棟）

安田町（全域）．伊勢田町（名木、浮面、蔭田、中ノ田、中ノ荒、新中

ノ荒，ウトロ、南山）
319開町（国道筋）広野町（成田、新成田、国道筋の西裏・茶屋裏、派

出所前から近鉄踏切までの府道筋）大久保町（田原、旦椋、平盛、井ノ尻、南ノロー部）

宇洽（半白）小倉町（新田島を除く近鉄以東の全域、西山）421

羽拍子町（国道筋）伊勢田町（北山、大谷、若林．井尻、中山、毛語）

小倉町（南浦．山際、京銀前から南京信前までの市

｀道ｍ以南の西浦）522伊勢田町（遊田、砂田）

西大久保府営住宅（33～43棟）

小倉町（蓮池、堀池、南堀池、京銀前から南京信前723までの市道筋以北の西浦）

伊勢田町（南遊田）

棋島町（全域）824小倉町（近鉄以東の新田島）

宇洽（戸ノ内、蔭山、国鉄以北の御廟・天神）

木幡（平尾、須留、御蔵山、畑山田、御園、陣ノ

925内、赤塚．花揃、金草原、北畠、桧尾、北山畑、国鉄以東の正中・東中）

六地蔵（全域）木幡（河原、北島、西中、内畑、大瀬戸．西浦、

1028？星吊戸山畑｀南山｀南端｀国鉄以西ｏ正中

五ヶ庄（広岡谷、国鉄以東の芝ノ東）

木幡（熊小路）五ヶ庄（雲雀島、‥谷前、西田、古川、北ノ庄、西河

113／1款貼剽蕩尽ぷ以竺ヽ．竺丿

割、国鉄以西の芝ノ東）菟道（平町）

五ヶ庄（大八木島、上村．岡本、日皆田、一里塚、戸ノ内、京大宿舎）

菟道（平町を除く全域）143／2明星町（全域）

志津川（全域）宇治（山本、乙方．東内、又振．山田）

宇治（里尻、小桜、宇文字、壱番．妙楽、蓮華、塔川、善法、東山、下居、琵琶、野神、弐番、

153／3池森、米阪、矢落、若森．国鉄以南の天神）白川（全域）

折居台（全域）

小倉町（奥畑）南陵町（全域）

羽拍子町（国道筋を除く全域）163／4神明（全域）

宇治（蛇塚、大谷、野神一部）琵琶台（全域）

広野町（小根尾一部）

し尿収集日程表 城南衛生管理組合

八幡市八幡沢ＴＥＬ075－631－5171～3

六地蔵・木幡・五ヶ庄・菟道・炭山・笠取地域

223寺界道、古川、西田、北ノ庄、野添、谷前、西浦一部、梅林官有地、大林一部

324西浦一部、新開、平野府営住宅、折坂一部
425福角（国鉄以西）、日皆田、岡本、上村、大八木島
526車田一部、平町、一里塚、戸ノ内（構島飛地）

728車田、丸山、出口（国鉄以西）森本（国鉄以西）谷下り（国鉄以西）
83／1福角（国鉄以東）折坂（国鉄以東）平野一番割二番割ニ番割一部
93／2西浦（国鉄以東）、三番割、芝ノ東（府道両側），ｍ端国鉄以東）

103／3芝ノ東（府道以東）、広岡谷、南山（Ａ）、中村（さつきヶ丘）
12南山（Ｂ）、金草原

14塵1Ｍ畑．北山畑、大瀬戸（国鉄以東）、中村（国鉄以東）、東中（国鉄以東）、北畠一部、

15北畠、桧尾、平尾、須留

16花揃、赤塚、陣ノ内（国鉄以東）、御園，御蔵山、畑山田、北Ｍｍ正巾（国鉄以東）、町並一部
17北御蔵山（平尾）、中御蔵山、町並、奈良町、畑町、炭山令域

正中（国鉄以西）、西中一部、東中（国鉄以西）、陣ノ内（国鉄以西）、河原、徳永、柿ノ木町、18一丁目＊ｌ，ノｉ＋町ｍｍ町

19内畑、西中、中村（国鉄以西）、大瀬戸（国鉄以西ｊ、壇ノ東西浦ｔｌ小路南端（Ｂ鉄以西）
21大林、梅林．芝ノ東（国鉄以西）、西浦一部

白川・志津川・翼道・宇治・神明・広野町・開町・大久保町地域

93／2田原、井ノ尻．旦椋、平盛、南ノロ

3／3北ノ山ヽ山ノ内ヽ上ノ山ヽ大竹ヽ茶屋裏ヽ久保ヽ南ノロ‾部．西裏ヽ寺山（国鉄以西）ヽ10、寺山（翠光固団地）

寺山、大開一部、宮谷、尖山一部、丸山．一里山（府道以南、市道以東）．中島、12石塚（心華寺通り以西）

14東畏、一里山、桐生谷、開町、石塚（心華寺通り以東）、官北一部
15小根尾、大開一部、尖山一部、宮東、宮西、宮北

野神、大谷、弐番（府道以南）．大谷山（≪ｉ見町）．琵琶．若森（国鉄以南）、矢落（国鉄以南）、16壱番一部（宇治橋通り以北．宇治警察西側通り以西）

17下居、善法、壱番、妙楽、宇文字、里尻（国鉄以南）、塔川

18蓮華、乙方、東内、又振、山田、紅斎、白川、金井戸、山本荒櫃田中大后内妙り志津川

森本（国鉄以東）．段ノ上、藪里、東西隼上り、東中、西中、河原、門前、只川、中筋、19池山、谷下り（国鉄以東）、出口（国鉄以東）

ゴミ減量に

ご協力ください

●・ゴミの水切りを完全に。

●・燃えるゴミの中にガラスや空カ

ンを入れないでください。

●新聞や雑誌類はゴミとして出さ

ずに、町内会などでまとめて古

紙回収へ。（清掃課）

し尿収集の届出を

家族や同居人に増減かあったり

転出転居。浄化槽設置等でし尿収

集届出に異動かあったときは、市

役所清掃課へ届出てください。

（城南衛生管理組合）

小倉町・伊勢田町・横島町・宇治・羽拍子町地域

山際、半白、薗場（大川原線以北）、大幡、北内、門□、幡貫、122郡石橋（大川原絞以東）

223老ノ木久保丙山Ｃ国道以吏）ｍｍ

東山、天王、寺内一部、蔭山、吹前、中川原（大川原線以東）、324十一（大川原線以東国道以吏）十六ぐ国道以吏）十八（国道以東）

425寺内、西浦
526南堀池（本通り以北）、南堀池（本通り以南）

728南堀池（大和、田中）、堀池

83／1ｍｍ田、遊田．砂田、南山、ウトロ、毛語一部、中ノ荒、井尻．巾ノ田タ太浮而安田町全ヽ諮

93／2中山（近鉄以東）ヽ大谷．西畑ヽ中畑ヽ春日森ヽ‾ノ坪ヽ島前ヽ－ｋｍ女川原巾ＪＩ旧ｆ大川肩總Ｗ丙卜石垣ｆ女川原拉回

103／3巾山ぐ折鉄以西）毛語若林

12羽拍子町
14蛇塚、弐番（府道以北）、池森、米阪

北山Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ団地、中央台、西山（国道以西）．15神楽田（山中含む）

ｌｆｉ戸ノ内矢落ぐ国鉄ｐｊ」ｔ－．’）若森国鉄以北）ｓ尻（国鉄以北）、小桜
17東目川、西目川、南ｍ合（0～3の通りまで）
18南落合（4の通り以降～13の通りまで）
19南浦（100～110、84～98、30～33）、大只団地、山際一部

21南浦、西浦一部、神楽田一部（近鉄以西）
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17困

●高齢者無料職業相談（総合福祉会館10時～15時）
●法律相談（総合福祉会館13時半～15時半）

　行政相談（市役所市民相談室10時～16時）

　幼児相談（保健医療センター13時半～14時半）

18図 血圧相談（開公民分館9時牛～11時）

19出●結婚相談（川束集会所s時～15時）

20⑧

21（月）●’L－配ごと相談（総合福祉会館13時～15時）

22勾 青少年相談（市民会館13時～16時）

23困

社会福祉協議会の相談（●印）

　1人で悩まず、お気軽にご相談
ください。今月から総合福祉会館

　（市役所から南へ200に）で相談

を受けています。（社会福祉協議
会＝総合福祉会館内き⑩5650）

●心配ごと相談（民生児童委員）
　よろず相談全般。今月から毎週
　月曜日、総合福祉会館で。

●法律相談（弁護士）
　法律問題全般。今月から総合福
　祉会館で。

●結婚相談（専任相談貝）
　登録・紹介。

●高齢者無料職業相談（京都府社
　協・相談所貝）

　高齢者の求人・求職など。
●年金相談（社会保険労務士）

　キ金全般。

●

－

－

ミ

＝

・

ミ

24困
●法律相談（総合福祉会館

　13時半～15時半）

25ti）
移動市民相談（堀池集会
所13時半～16時）
血圧相談（城南荘集会所
9時半～11時）

26出
●結婚相談（川束集会所13

　時～15時）

27⑨

28｛月）
●心配ごと相談（総合福祉

　会館13B＃，～15時）

3月

1幻

2俐

3困

4吻 ｉゝ

相
談
カ
レ
ン
ダ
ー

2
月
分

□
こ
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ほ
か
Ｉ
、
市
政
相
談
・
一
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生
活
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は
市
役

―
』
所
市
民
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談
室
で
、
消
費
苦
情
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談
は
商
工
観
光

　
課
で
、
教
育
相
談
は
教
育
委
貝
会
で
い
日
曜
日
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除
ぐ
毎
日
受
付
家
庭
児
童
相
談
は
月
～
金
曜
日

　
の
1
0
時
1
1
6
時
に
総
分
福
祉
会
館
三
階
の
家
庭
児

　
竃
相
談
室
（
豊
⑩
8
6
9
8
）
で
。
ま
た
、
高
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者
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業
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談
は
毎
週
火
’
木
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日
の
1
0
時
1
1
6
時
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宇
治
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で
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業
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介
（
無
料
ｙ
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い
ま
す
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